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〇
経
済
産
業
省
告
示
第
百
四
十
号

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
及
び
第
五
項
、
液
化

石
油
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
第
六
十
六
条
第
四
項
、
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭

和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
三
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
基
づ
く
高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者

試
験
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
四
号
）
第
十
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安

規
則
（
昭
和
六
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）
第
二
十
七
条
第
四
項
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
第
二
十
三
条
第
四
項
、
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号

た
だ
し
書
、
第
三
十
七
条
第
一
号
た
だ
し
書
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
五
十
条
第
六

号
、
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定
に
係
る
保
安
確
保
機
器
の
設
置
等
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

告
示
第
百
二
十
一
号
）
第
五
条
第
二
項
並
び
に
鉱
山
保
安
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
九
十
六
号
）
第
十
条

第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
各
条
項
号
の
事
由
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
認
め

る
場
合
並
び
に
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
限
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志
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１

事
由
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
認
め
る
場
合

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、

中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に

限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

２

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間

一

次
に
掲
げ
る
期
間
が
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
者
は
、
当
該
期
間
を
四
月

間
延
長
す
る
。

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
同
項

（1）

の
保
安
検
査
を
行
う
期
間

鉱
山
保
安
法
施
行
規
則
第
十
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
同
号
の
粉
じ
ん
の
濃
度
及
び
当
該
粉
じ
ん
中
の
遊

（2）
離
け
い
酸
の
含
有
率
を
測
定
す
る
期
間

鉱
山
保
安
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
二
号
の
石
綿
粉
じ
ん
の
大
気
中
の
濃

（3）
度
を
測
定
す
る
期
間
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鉱
山
保
安
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
定
期
検
査
を
行
う
期
間

（4）
二

次
に
掲
げ
る
期
間
が
令
和
二
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
者
は
、
当
該
期
間

を
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
十
六
条
第
三
項
、
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
十
八
条
第
三
項
及
び
コ
ン
ビ
ナ

（1）
ー
ト
等
保
安
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
係
員
及
び
保
安
主
任
者
に
講
習
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
十
六
条
第
一
項
、
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
十
八
条
第
一
項
及
び
コ
ン
ビ
ナ

（2）
ー
ト
等
保
安
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
企
画
推
進
員
に
講
習
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

期
間液

化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

（3）
り
業
務
主
任
者
に
講
習
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間

三

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
供
給
設
備
の
点
検
を
行
う
期
間
、
同
規
則
第
三
十
七
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
消
費
設
備
の
調
査
を
行
う
期
間
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並
び
に
同
規
則
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
規
則
第
二
十
七
条
各
号
の
事
項
を
記
載
し
た

書
面
を
配
布
し
、
当
該
事
項
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
が
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日

ま
で
の
間
に
終
了
す
る
者
は
、
当
該
期
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
中
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
十
月
」
と
、
「
一
年
」
と

あ
る
の
は
「
一
年
四
月
」
と
、
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
二
年
四
月
」
と
、
「
四
年
」
と
あ
る
の
は
「
四
年
四
月
」
と

す
る
。

四

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
十
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で

の
規
定
に
よ
り
認
定
対
象
消
費
者
に
つ
い
て
の
保
安
業
務
を
行
う
期
間
が
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十

日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
者
は
、
当
該
期
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
中
「
五
年
」
と
あ
る
の
は
「
五
年
四
月
」
と
、
「
十

年
」
と
あ
る
の
は
「
十
年
四
月
」
と
す
る
。

五

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定
に
係
る
保
安
確
保
機
器
の
設
置
等
の
細
目
を
定
め
る
告
示
第
五
条
第
一
項
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
認
定
対
象
消
費
者
の
供
給
設
備
及
び
消
費
設
備
に
設
置
さ
れ
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
保
安
確
保

機
器
を
設
置
す
る
期
間
が
令
和
二
年
四
月
か
ら
同
年
十
一
月
ま
で
の
間
に
経
過
す
る
も
の
は
、
当
該
保
安
確
保
機
器
に

応
じ
、
当
該
期
間
を
そ
れ
ぞ
れ
製
造
年
月
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
と
す
る
。
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保

安

確

保

機

器

期

間

液
化
石
油
ガ
ス
用
ガ
ス
漏
れ
警
報
器

五
年
四
月

液
化
石
油
ガ
ス
用
継
手
金
具
付
低
圧
ホ
ー
ス
（
Ⅰ
類
）

十
年
四
月

液
化
石
油
ガ
ス
用
継
手
金
具
付
低
圧
ホ
ー
ス
（
Ⅱ
類
）

七
年
四
月

調
整
器
（
Ⅰ
類
）

十
年
四
月

調
整
器
（
Ⅱ
類
）

七
年
四
月

液
化
石
油
ガ
ス
用
継
手
金
具
付
高
圧
ホ
ー
ス
（
Ⅰ
類
）

十
年
四
月

液
化
石
油
ガ
ス
用
継
手
金
具
付
高
圧
ホ
ー
ス
（
Ⅱ
類
）

七
年
四
月

六

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定
に
係
る
保
安
確
保
機
器
の
設
置
等
の
細
目
を
定
め
る
告
示
第
五
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
同
告
示
第
一
条
第
一
項
の
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
を
設
置
す
る
期
間
が
令
和
二
年
四
月
か
ら
同
年
七
月
ま
で
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の
間
に
経
過
す
る
も
の
は
、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
七
十
二
条
第
二
項
に
基
づ
き
検
定
証
印
に
表

示
さ
れ
る
検
定
の
満
了
の
年
月
に
六
月
を
加
え
た
年
月
と
す
る
。

３

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
限

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
第
四
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
保
安
検
査
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
期
限
が
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
者
は
、
当
該
期
限
を
四
月
間
延
長
す

る
。附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


